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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

５－１ 都市福利施設の整備の必要性 

<現状分析> 

・中心市街地内及びその外縁部には、市民会館やキャスパホール、市民アリーナ・市民ギャラリ

ーとあわせて、姫路市立美術館、兵庫県立歴史博物館等、多くの文化施設が立地している。 

・前計画期間中にキャスティ21コアゾーンにおいて、フィットネスジムや医療系分野に携わる専

門学校、健康生きがい開発棟(高齢者住宅・保育所・クリニック)が整備された。これらの都市福

利施設の整備事業により、周辺の歩行者・自転車通行量が増加するとともに、多世代のまちな

か居住の増加の要因に、生活利便性の向上があげられる等、にぎわいと居住環境の両面で

効果を示している。 

・中心市街地内には、多くの医療機関が立地している。福祉施設についても、高齢者福祉施設

や障害者福祉施設に加え、保育所等の育児・児童施設が中心市街地と周辺部に点在してお

り、都市福祉が充実している。 

・市民活動の拠点として、市民活動・ボランティアサポートセンターや城巽公民館等が整備され

ている。姫路城周辺をはじめ中心市街地内には、県立・私立の中学校・高等学校や姫路聴覚

特別支援学校が立地しているほか、前々計画期間中には、本市の学校園の教育を支援する

拠点施設として総合教育センターが整備された。平成30年度には、本市初の義務教育学校

である白鷺小中学校が開校した。 

 

<事業の必要性> 

・播磨の連携中枢都市にふさわしい交流の拠点施設として、姫路市文化コンベンションセンタ

ーを整備する。国内外の人々を多く招致するとともに、中心市街地エリア全体を回遊し、にぎ

わいを創出する環境整備に取り組む必要がある。 

・中心市街地の活性化には、地域のコミュニティ活動を含めた多様な市民活動の活性化を図る

市民活動の拠点として、市民活動・ボランティアサポートセンター等を積極的に活用する必要

がある。 

・子育て世代の保育や教育において、教育や地域コミュニティの施設を積極的に活用し、多世

代が安心して暮らしやすい環境整備を行う必要がある。 

 

<フォローアップ> 

新計画の認定後、計画期間の各年度における各事業の進捗状況を調査し、目標指標への

効果を確認し、状況に応じて事業の促進等の改善措置を講じる。 
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５－２ 具体的事業の内容 

(１)法に定める特例の措置に関連する事業 

該当なし 

 

(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連

する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地活性化を実現させる 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その 

他の 

事項 

姫路市文化コンベン

ションセンター整備

事業 

【内容】 

姫路市文化コンベン

ションセンター及び

周辺施設の整備 

・姫路市文化コンベ

ンションセンター 

面積：36,423㎡ 

・キャスティ21公園 

【実施時期】 

平成27年度 

～令和2年度 

姫路市 播磨の連携中枢都市にふさわし

い交流の拠点施設として、文化コン

ベンションセンター及び周辺施設を

整備し、姫路駅から東西に広がる新

しい人の流れを創出する。 

社 会 資 本 整

備 総 合 交 付

金（暮らし・に

ぎわい再生事

業（キャスティ

21 イ ベ ン ト ゾ

ー ン 周 辺 地

区）） 

令和2年度 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措

置に関連する事業 

該当なし 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

該当なし 
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(４)国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地活性化を実現させる 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その 

他の 

事項 

県立はりま姫路総

合医療センター連携

事業 

【内容】 

・病院棟 

地上12階 

延床面積59,312㎡ 

・放射線治療棟 

地上2階 

延床面積1,792㎡ 

・教育研修棟 

地上5階 

延床面積8,904㎡ 

・歩行者デッキ 

【実施時期】 

令和2年度 

～令和6年度 

兵庫県 

姫路市 

【位置づけ】 

県立はりま姫路総合医療セン

ターと連携し、播磨姫路圏域にお

いて安定的・ 継続的に高度で良

質な医療を提供できる体制を構

築するとともに、地域医療人材の

確保にも取り組む。当該事業は目

標③「楽しさと安心感のある多世

代居住の推進」に資する事業とし

て位置づけられる。 

【必要性】 

安定した地域医療を提供でき

る拠点を整備することでまちな

かでの居住快適性が高まり、「居

住者数」の増加に寄与する。 

  

街なかマナーアップ

向上事業 

【内容】 

まちなかにおいて路

上喫煙やごみのポイ

捨て等に関して市民

のマナーアップ向上

を啓発する。 

【実施時期】 

令和2年度 

～令和6年度 

姫路市 まちの美化と良好な環境の確保

を図るために制定した「姫路のまち

を美しく安全で快適にする条例」に

よる路上喫煙やごみのポイ捨てに対

する市民啓発やボランティアによる

清掃活動を支援することにより、世

界文化遺産・姫路城を有するにふさ

わしい、来街者にとって快適で美し

く清潔なまちづくり運動に取り組む

事業であり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 
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事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地活性化を実現させる 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その 

他の 

事項 

市民活動・ボランテ

ィアサポートセンタ

ー運営事業 

【内容】 

市民会館内での市

民活動・ボランティア

サポートセンター運

営事業を展開する。 

・センターの機能 

①情報収集・発信 

②人材育成・学習

機会の提供 

③活動相談 

④連携・交流 

⑤団体活動支援 

⑥ボランティア登録

（マッチング） 

【実施時期】 

令和2年度 

～令和6年度 

姫路市 市民が積極的に社会参加、社会

貢献できる仕組みづくりを進め、

NPO法人やボランティア団体、まち

づくり団体等の多様な市民活動団

体の活動を支援することを目的とし

て、前々計画期間中に市民活動の

普及と参加推進、情報の共有化、

人材の育成等の拠点として開設し

たセンターの運営事業を行った。 

このセンターのある市民会館は、

大規模人数を収容できるホールを

有しており、一方で地域に根差した

活動等の拠点にもなっている。 

このような立地条件や機能集積

を有する市民会館内でのセンター

の継続的な運営事業は、中心市街

地における拠点性の向上につなが

るものであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

  

街なか福祉サポート

事業 

【内容】 

多世代居住に向け

て、商店街や病院

等と連携しながら、

子育て支援や福祉

のサポート事業を行

う。 

【実施時期】 

令和2年度 

～令和6年度 

姫路市 

民間 

商店街等 

増加している子育て世代や高齢

者を対象として、中心市街地内に

ある施設や民間団体と連携しなが

ら、子育て支援や福祉関係のサー

ビスを提供することによって、快適

な居住環境を図ることは、中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

  

 


